
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

所有者不明土地法に基づく
土地所有者等の探索等について

北海道所有者不明土地連携協議会

令和２年１０月２６日



所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

所有者不明土地法の概要について
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✔所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、所
有者の探索の合理化すること及び所有者不明土地の公共目的のための円滑な利用を
可能とすることを規定した、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
（所有者不明土地法）が平成３０年に制定されました。

✔所有者不明土地の存在は、公共事業用地の取得など様々な場面において、所有者
の探索に多大な時間・費用・労力を要する場合があり、円滑な事業実施の支障となって
います。

背 景

✔土地所有者等の探索においては、不動産登記簿以外にも、固定資産課税台帳など
の有効な情報が存在しますが、これまでは、公共的な事業のためであっても、原則とし
て活用することができず、効果的な探索が行うことができませんでした。
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所有者不明土地法の概要について
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１ 地域福利増進事業の創設
２ 土地収用法の特例

・収用適格事業や都市計画事業について、特定所有者不明土地を収用・使用するときは、収用委員会
の裁決に替えて、知事の裁定を得ることで、収用手続きの合理化・円滑化を図ることが可能。

３ 不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例
・所有者不明土地を適切な管理のため、特に必要がある場合に地方公共団体の長等が家庭裁判所に対
し財産管理人の選任を請求することが可能。

４ 土地所有者等関連情報の利用及び提供
５ 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例

・長期間相続登記等がされていない土地について、登記官が職権で長期相続登記等未了地である旨を登
記に付記。

所有者不明土地の利用の円滑化等のための施策

✔所有者不明土地法では、地域福利増進事業、収用適格事業又は都市計画事業の実
施の準備のため、事業を実施しようとする区域内の土地所有者等を知る必要があると
きは、その探索に必要な限度において、土地所有者等関連情報の利用及び提供が可
能となりました。【法第39条】

土地所有者等関連情報の利用及び提供
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土地所有者等の探索について
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「所有者不明土地」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める
方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない
一筆の土地をいう。【法第2条第1項】

所有者不明土地とは？

✔土地所有者確知必要情報を取得するために①～⑤の探索を行うこと。
【政令第1条】
①土地の登記事項証明書を請求する 【1号】
②土地を現に占有する者、その他の土地所有者確知必要情報を保有すると思われ
る者に対して情報の提供を求める 【2号】
③登記名義人等が記録されている住民基本台帳、法人登記簿、その他所有者に関
する情報が記録されている行政機関（市町村長及び登記所の登記官）に対して情報
の提供を求める 【3号】
④登記名義人等が死亡、又は解散していることが判明した場合は、相続人や土地の
所有者と思われる者の戸籍簿等、その他所有者に関する情報が記録されている行
政機関に対して情報の提供を求める 【4号】
⑤土地の所有者と思料される者に対して、所有者を特定するための書面の送付又は
訪問による確認をとる 【5号】

相当な努力が払われたと認められる方法とは？
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土地所有者等の探索について

4

✔土地を現に占有する者 【省令第1条第1号】
✔土地に関して所有権以外の権利を有する者 【省令第1条第2号】
✔土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者 【省令第1条第3号】
✔政令第1条第5号の措置（書面送付又は訪問）の対象者 【省令第1条第4号】
✔土地の所在地を管轄する市町村長 【省令第1条第9号】
✔親族 【省令第1条第10号イ】
✔在外公館の長 【省令第1条第10号ロ】
✔法人の代表者 【省令第1条第11号イ】
✔清算人又は破産管財人 【省令第1条第11号ロ】 など

情報を保有すると思われる者

■住民基本台帳 【住民基本台帳法第12条の2第1項・第12条の3第1項第3号】
■戸籍又は除籍簿 【戸籍法第10条の2第1項第3号・第10条の2第2項】
■戸籍の附票 【住民基本台帳法第20条第2項・第20条第3項第3号】
■法人の登記簿 【商業登記法第10条第1項等】
■認可地縁団体台帳 【地方自治法第260条の2第12項】
■閉鎖登記簿 【不動産登記法第119条第1項】
■土地台帳 など ※【 】は、請求の根拠規定を表示

探索の対象となる書類
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✔所有者不明土地において、公園の整備など地域福祉及び利便の増進を図るため
に行われる事業のこと。【法第2条第3項各号】
✔知事の裁定により、所有者不明土地に１０年間を上限とする使用権を取得できます。

✔地方公共団体だけではなく、民間企業、ＮＰＯ、自治会等、誰でも使用権を取得して
事業を行うことができます。

✔使用権の取得対象となる土地は、所有者不明土地であって、現に建築物が存在せ
ず（簡易建築物はＯＫ）、使われていない土地（特定所有者不明土地）に限られます。

地域福利増進事業とは？

「特定所有者不明土地」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物（簡易建築物は除
く）が存せず、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地をいう。
【法第2条第2項】

✔簡易建築物には、平屋建ての床面積２０㎡未満の物置、作業小屋、車庫などが該
当します。

✔現に耕作が行われている農地は、業務の用その他の特別の用途に供されていな
い土地には該当しない。

特定所有者不明土地とは？
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✔公共の利益となる事業であって、土地収用法による収用手続きを適用して、土地を
収用し、又は使用することができる事業のこと。
✔土地収用法第３条各号のいずれかに該当するものに関する事業のこと。

✔土地区画整理事業や市街地再開発事業など、都市計画法第５９条に基づく事業認
可を受けた都市施設の整備に関する事業のこと。

✔都市計画法第７０条により事業認可（承認）の告示をもって事業の認定の告示とみ
なされます。

都市計画事業とは？

収用適格事業とは？

■道路、駐車場
■学校、公民館、図書館
■社会福祉施設、病院、診療所
■公園、緑地、広場、運動場
■被災者の居住のための住宅
■購買施設、教養文化施設（周辺地域で同種の施設が著しく不足している場合等に
限ります。）

地域福利増進事業の主な対象施設
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地方公共団体の事業部局及び情報提供担当部局は、地域福利増進事業等の実施
の準備のために行う土地所有者等の探索に必要な限度において、情報保有部局の
土地所有者等関連情報を内部利用することができます。

情報の内部利用（法第39条第1項）

✔都道府県及び市区町村の地域福利増進事業や収用適格事業、都市計画事業を
実施しようとする部局のことで、情報提供の請求を行います。

事業部局とは？

✔土地所有者等関連情報の提供の請求に対応し、各情報保有部局からの情報を取
りまとめて、請求者に情報を提供します。
※国土交通省ＨＰに掲載している各地方公共団体の連絡窓口

情報提供担当部局とは？

✔固定資産台帳や地籍調査票などの土地所有者等関連情報を保有し、管理してい
る部局のことです。

情報保有部局とは？
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土地所有者等関連情報について
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✔土地所有者等と思われる者の「氏名・名称、住所、本籍、出生の生年月日、死亡の
年月日、連絡先」をいいます。【法第39条第1項、省令第53条】

土地所有者等関連情報とは？

■固定資産課税台帳 【法第39条第1項・第2項】
✔固定資産税の納税義務者の氏名・名称及び住所
※納税義務者の連絡先を保有している場合は、連絡先を取得することが可能。

■地籍調査票 【法第39条第1項・第2項】
✔地籍調査時に立ち会った者の氏名及び住所
※相続関係図面等を保有している場合は、相続人の氏名、住所、本籍、連絡先を取得
することが可能。

■農地台帳 【法第39条第1項・第5項】
✔農地所有者の氏名・名称及び住所

■林地台帳 【法第39条第1項・第2項】
✔林地所有者の氏名・名称及び住所

所有者不明土地法により探索の対象（利用可能）となった書類
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土地所有者等関連情報の提供の求めを受けた情報提供担当部局は、情報提供請
求書及び添付書類により、地域福利増進事業等を実施する意思などを確認した上で、
事業の実施の準備のために行う土地所有者等の探索に必要な限度において、情報
保有部局から土地所有者等関連情報を取得し、請求者に提供します。

情報の提供（法第39条第2項）

国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供する場合は、情
報提供担当部局があらかじめ土地所有者等の本人の同意を取得する必要がありま
す。

✔住民基本台帳、戸籍簿・除籍簿、戸籍の附票に記録されている情報を提供する場
合には、法第39条第2項ではなく、住民基本台帳法、戸籍法に基づき情報を提供す
ることになるため、本人の同意を取得する必要はありません。

情報の提供（法第39条第3項）

本人の同意が不要！
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※請求書にa）又はb)を添付。なお、国・地方公共団体は下線部不要
■土地所有者等関連情報請求書 【省令第54条第1項】
✔請求者の氏名又は名称及び住所 【第1項第1号】
✔対象土地の所在及び地番 【第1項第2号】
✔事業の種類及び内容 【第1項第3号】
✔土地所有者等関連情報の提供を求める理由 【第1項第4号】
✔土地所有者等関連情報の提供について必要な事項 【第1項第5号】
・請求者の性別及び生年月日 ・個人情報の安全管理のための措置
・取得した土地所有者等関連情報の目的外利用しないこと、第三者に提供しないこと
などの誓約

a)請求者の住民票の写し又はこれに代わる書類 【第2項第1号】
a)対象土地の登記事項証明書 【第2項第2号】
a)事業の実施に関して行政機関の長の許可、許可その他の処分を必要とする
場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関
の長の意見書 【第2項第3号】

a)事業を実施する意思を有することを疎明する書類 【第2項第4号】
a)前項第4号に掲げる事項を明らかにする書類 【第2項第5号】
a)請求者が暴力団等に該当していないことを誓約する書類 【第2項第6号】
b)土地所有者等を知る必要性を証する書面 【省令第55条第1項】

請求者が請求手続に準備する書類（省令第54条）
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■土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書 【第2項】
✔請求者の氏名又は名称及び住所 【第2項第1号】
✔対象土地の所在及び地番 【第2項第2号】
✔事業の種類及び内容 【第2項第3号】
✔土地所有者等関連情報の提供を求める理由 【第2項第4号】
✔土地所有者等関連情報の提供を求めるために必要な氏名及び本籍又は
住所 【第2項第5号】

✔土地所有者等関連情報の提供について必要な事項 【第2項第6号】
・請求者の性別及び生年月日 ・個人情報の安全管理のための措置
・取得した土地所有者等関連情報の目的外利用しないこと、第三者に提供しないこと
などの誓約

■請求者の住民票の写し又はこれに代わる書類 【第3項第1号】
■対象土地の登記事項証明書 【第3項第2号】
■事業の実施に関して行政機関の長の許可、許可その他の処分を必要とする
場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関
の長の意見書 【第3項第3号】
■事業を実施する意思を有することを疎明する書類 【第3項第4号】
■前項第4号に掲げる事項を明らかにする書類 【第3項第5号】
■請求者が暴力団等に該当していないことを誓約する書類 【第3項第6号】

土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付（省令第55条）
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国及び地方公共団体の事業部局は、地域福利増進事業等を実施しようとする区域内
の土地に工作物を設置している者等に対し、情報提供請求書及び省令で定める書類
を添付し、土地所有者等関連情報の提供を求めることができます。

情報の請求（法39条第5項）

✔農業委員会が保有する農地台帳に記載されている情報
✔電力会社等が保有する電柱等設置契約に関する情報
✔その他インフラ事業者が保有する土地所有者等に関する情報

工作物設置者等に提供を求める情報とは？

■土地所有者等関連情報請求書 【省令第56条第1項】
✔国又は地方公共団体の機関の名称 【第1項第1号】
✔対象土地の所在及び地番 【第1項第2号】
✔事業の種類及び内容 【第1項第3号】
✔土地所有者等関連情報の提供を求める理由 【第1項第4号】
✔土地所有者等関連情報の提供について必要な事項 【第1項第5号】
■対象土地の登記事項証明書 【第2項第1号】
■前項第4号に掲げる事項を明らかにする書類 【第2項第2号】

請求手続きを行うための書類（省令第56条）
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住民基本台帳、戸籍簿・除籍簿、戸籍の附票

■国・地方公共団体以外の者が請求する場合 ※国・地方公共団体はこれまでと同様

請求者が、事業を実施しようとする土地を管理する市町村の情報提供担当部局に対
し、「土地所有者等を知る必要性があることの証明書」の交付を請求

情報提供担当部局が、①警察に対し、請求者が暴力団員等に該当しないかどうかを
照会②事業の実施の準備のため所有者を知る必要性があるかどうかを判断

情報提供担当部局が、請求者に対し、「土地所有者等を知る必要性があることの証明
書」を交付

請求者が、情報保有部局に対し、土地所有者等関連情報の提供を請求

情報保有部局が、請求者に土地所有者等関連情報を提供
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別記様式                                  

□  企  第  １ １ ２  号 

  令 和 ２ 年 １ ０ 月  １ 日 

北海道警察本部刑事部 

組織犯罪対策局捜査第四課長 様  

  

□□町長 △△ △△  

（ 公 印 省 略 ）  

  

照会書 

  

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成 30 年法律第 49 号）に 基づく土

地所有者等関連情報提供の事務に関し、下記の者が「土地所有者等関連情報 の提供の対象者か

らの暴力団排除の推進について」（平成 31 年１月９日付国土交通 省土地・建設産業局企画課長

通知）に規定する排除対象者に該当するか否かについて、 照会します。  

 

記 

  

１ 照会対象者 

ｼﾒｲ 氏名 和歴 年 月 日 性別 住所 法人名 

◻◻◻◻ 
◇◇ ◇◇ S 40 1 31 M 北海道札幌市北区 ◇◇株式会社 

 

  

（参考）排除対象者  

  ・ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

  ・ 法人であって、その役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの  
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koizumi-h22aa
テキスト ボックス
事業を実施しようとする者から「土地所有者等を知る必要性があることの証明書」の交付について請求を受けた場合、情報提供担当部局は、警察に対し、請求者が暴力団員等に該当しないかを確認するため、照会する文書になります。

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
参考例１



 

 

土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付 

 

□ 企 第 １２０ 号 

  令 和 ２ 年 １ ０ 月 ８ 日 

 

◇◇株式会社 

代表取締役 ◇◇ ◇◇ 様 

 

□□町長 △△ △△ 印                            

 

 

令和２年９月25日付で求めのあった土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書

について、判断の結果、事業の実施準備のため所有者を知る必要性があると判断したことを証

明します。 

 

・対象情報 

氏名 〇〇 〇〇 

住所 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番2号 

 

 

 

 

（お問合せ先） 

〇〇町 企画課まちづくり推進係 担当■■ 

住所 〇〇町南1条２丁目３番４号 

電話 〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 
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koizumi-h22aa
テキスト ボックス
土地所有者等関連情報の提供に関して請求を受けた後、情報提供部局では、事業の実施準備のため、所有者を知る必要性があるか否か判断し、請求者に対して回答することになります

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
参考例２



所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

土地所有者等関連情報の提供の手続の流れ②

16

固定資産台帳、地籍調査票、林地台帳

■国・地方公共団体以外の者が請求する場合 ※国・地方公共団体は下線部分不要

請求者が、市町村の情報提供担当部局に対し、土地所有者等関連情報の提供を請
求

情報提供担当部局が①警察に対し、請求者が暴力団員等に該当しないかどうかを照
会②事業の実施の準備のため所有者を知る必要性があるかどうかを判断

情報提供担当部局が、情報保有部局から
土地所有者等関連情報を取得

情報提供担当部局が、本人の同意を取得

情報提供担当部局が、請求者に土地所有者等関連情報を提供

農地台帳

情報提供担当部局が、農業委員会か
ら土地所有者等関連情報を取得
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土地所有者等関連情報の提供について 

 

□  企  第  １ １ ０  号 

  令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 

 

〇〇 〇〇 様 

 

□□町長 △△ △△ 印  

 

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（以下「法」という。）第39条第２項

の規定に基づき、下記２の地域福利増進事業を実施しようとする者からその実施の準備のため、

下記３の土地について土地所有者等を知る必要があるとして、土地所有者等関連情報の提供の

求めがありました。つきましては、固定資産課税台帳に記録されている下記１の土地所有者等

関連情報を、下記２の者に提供することについて同意いただけるかどうか、令和元年 11 月 25

日までに、同封の確認書にて、御回答をお願いいたします。 

 

記 

 

１．提供の対象となる土地所有者等関連情報   

氏名 〇〇 〇〇 

住所 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番2号 

 

２．地域福利増進事業を実施しようとする者 

名称 ◇◇株式会社 住所 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 

 

３．対象土地の所在及び地番 

所在 北海道〇〇郡〇〇町 

地番 1番11、1番12、2番1、2番2、100番11、100番12 

 

４．事業の種類及び内容 

 事業の種類 地域福利増進事業 

事業の内容 土地収用法第三条17号に掲げる電気事業法による一般送配電事業（法第2

条第3項第9号） 

      本施設は、〇〇町を横断する特別高圧送電線「66kV▼▼線」であり、昭和

41年の運用開始以降、同町への電力供給を担う送電線路である。 
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koizumi-h22aa
テキスト ボックス
参考例３



 

【留意事項】 

○ 同意いただけなかった場合や回答いただけなかった場合、上記１の土地所有者等関連情報が提

供されることはありませんが、上記３の土地が法第２条第１項の所有者不明土地に該当する可能

性があり、上記２の者が、地域福利増進事業の実施のため、法第10条第１項に基づき都道府県知

事に上記３の土地の使用権の取得についての裁定を申請する可能性があります。 

裁定申請があった場合には、都道府県知事によりその旨が公告され、土地に関して権利を有す

る方は、法第11条第４項第３号に基づき、これに対して異議を申し出ることができることとされ

ており、また、同条第５項に基づき、都道府県知事から通知を受けることとなっています。ただ

し、通知を受けることができるのは、裁定申請時点で上記２の者が確知できている権利者に限ら

れていますので、同意いただけなかった場合や回答いただけなかった場合、この通知を受けられ

ない可能性があります。 

都道府県知事の裁定により上記３の土地に使用権が設定された場合は、法第15条に基づき、土

地の権利者であっても、上記２の者による土地の使用のため必要な限度において、権利の行使が

制限されます。 

 

○ 上記２の者は、上記１の情報の提供の請求に当たり、以下の点について誓約しています。 

① 取得した土地所有者等関連情報を本事業の実施の準備以外の目的で利用しないこと。 

② 取得した土地所有者等関連情報を第三者に提供しないこと。 

③ 本事業を実施しないことになった場合には、取得した土地所有者等関連情報を適切に廃棄す

ること。 

 

（送付先・お問合せ先） 

〇〇町 企画課まちづくり推進係 担当■■ 

住所 〇〇町南1条２丁目３番４号 

電話 〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇  
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koizumi-h22aa
テキスト ボックス
土地所有者等関連情報について、情報提供担当部局が、土地所有者等本人に対し、確認を求めるために依頼するものです。



 

 

土地所有者等関連情報の提供についての確認書 

 

令和  年  月  日 

 

□□町長 △△ △△ 様 

 

〇〇 〇〇 印 

 

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第 39 条第２項の規定に基づき、地域

福利増進事業の実施の準備のため、土地所有者の探索に必要な限度で、〇〇町長が、下記２の

者に対し、下記１の土地所有者等関連情報を提供することに 

 

□ 同意します。 

 

□ 同意しません。なお、当該土地の使用権の取得についての裁定の申請があった旨の通知

を受けられない可能性があることについて理解しました。 

 

記 

 

１．提供される土地所有者等関連情報   

氏名 〇〇 〇〇 

住所 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番2号 

 

２．情報提供を受ける者 

名称 ◇◇株式会社  

住所 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 
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koizumi-h22aa
テキスト ボックス
土地所有者等関連情報の提供に関して、郵送にて本人の同意を求める書類です。宛先不明で返送された場合には、本人の同意は得られないものとして扱うことができます。

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
参考例４



 

 

土地所有者等関連情報を提供できないことの通知書 

 

□  企  第  １ ２ １  号 

  令 和 ２ 年 １ ０ 月 ８ 日 

 

◇◇株式会社 

代表取締役 ◇◇ ◇◇ 様 

 

□□町長 △△ △△ 印  

 

 令和２年９月25日付けで求めのあった下記１の土地に係る土地所有者等関連情報について、

下記２の理由により提供することができないため、通知します。 

 

記 

 

１．対象土地の所在及び地番 

所在 北海道〇〇郡〇〇町 

地番 1番11、1番12、2番1、2番2、100番11、100番12 

 

２．土地所有者等関連情報を提供することができない理由 

土地所有者等関連情報を提供することについて、本人の同意を取得しようとしたが、情報

提供同意取得書が宛先不明で返送されたため本人に届かなかったため。 

 

【留意事項】 

○ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第１項の規定による裁定を申請

する場合、回答がなかった者が所有者等であり、当該回答をしなかった者が同法第11条第４項

第３号の規定により異議を申し出ることにより、裁定が却下される可能性があります。 
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koizumi-h22aa
テキスト ボックス
宛先不明で返送され、本人の同意を得られない場合、土地所有者等関連情報の提供はできないことを文書にて回答するものになります。

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
参考例５
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koizumi-h22aa
テキスト ボックス
開発　太郎

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
東京都〇〇区□□１丁目２２番地３

koizumi-h22aa
スタンプ

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
※事業を実施する者が、情報保有部局に対し、住民票除票、戸籍謄本等の請求を行ったところ、請求のあった住所又は本籍に「該当者が見当たらない」との回答を受ける

koizumi-h22aa
四角形

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
参考例６
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koizumi-h22aa
テキスト ボックス
〇〇郡△△町××123番地45

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
土地所有者等関連情報提供について、地方公共団体の情報提供担当部局に請求を行うものです。（北海道開発局開発建設部の事例です）

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
参考例７
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koizumi-h22aa
テキスト ボックス
〇〇郡△△町××123番地45

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
開発　太郎（かいはつ　たろう）

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
東京都〇〇区□□１丁目２２番地３

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
国の事業に伴い、土地所有者等の探索のため、土地所有者等関連情報の提供について請求を受けて、関連情報を提供されたものです。民間事業者の場合、請求者が暴力団員等に該当しないことが確認でき、本人の同意を得られた場合、土地所有者等関連情報の提供を行うことができます。

koizumi-h22aa
テキスト ボックス
参考例８



所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

政令に定める土地所有者の探索の具体例①

21

■登記名義人等の相続人が土地所有者である場合

所有権登記名義人の住所に書面を送付【5号】

所有権登記名義人の住所地を
管轄する市町村に住民基本台
帳に記録されている情報の提
供を請求【3号】

所有権登記名義人の本籍地を
管轄する市町村に戸籍簿・除籍
簿、戸籍の附票に記録されてい
る情報の提供を請求【4号】

相続人の住所に書面を送付【5号】

所有者不明

土地の登記事項証明書を請求【1号】

土地の所在地を管轄する市
町村に固定資産台帳、地籍
調査票に記録されている情報
の提供を請求【2号】

土地を現に占有する者や所有
権その他の権利者等に情報の
提供を請求【2号】

宛先不明として返送

相続人の氏名・住所を取得

登記名義人の死亡が判明

相続人の氏名・
住所を取得

宛先不明として返送

土地を現に占有する者がい
る場合や登記事項証明書に
所有者以外の権利者の記載
がある場合等

相続人の氏名・
住所を取得

-24-



所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

政令に定める土地所有者の探索の具体例②

22

■登記名義人等が複数存在し、かつ、その一部が所在不明である場合

所有権登記名義人（共有）の全員の住所に書面を送付【5号】

不明の所有権登記名義人の住
所地を管轄する市町村に住民
基本台帳に記録されている情
報の提供を請求【3号】

所有権登記名義人の本籍地を
管轄する市町村に戸籍簿・除籍
簿、戸籍の附票に記録されてい
る情報の提供を請求【4号】

相続人の住所に書面を送付【5号】

所有者不明

土地の登記事項証明書を請求【1号】

土地の所在地を管轄する市
町村に固定資産台帳、地籍
調査票に記録されている情報
の提供を請求【2号】

確知共有者に情報の提供を請
求【2号】

宛先不明として返送

相続人の氏名・住所を取得

登記名義人の死亡が判明

共有者の一部について 宛先不明として返送

相続人の氏名・
住所を取得

相続人の氏名・
住所を取得
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所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

所有者の探索について特別の事情を有する土地

23

✔字持地・・・登記記録の表題部の所有者欄に「（大）字Ａ」、「（大）字Ａ惣代」等と市
町村の町又は字、その他の区域の名称のみ記録されている土地。
✔記名共有地・・・登記記録の表題部の所有者欄に「Ａ外〇名」等と記録され、Ａの
住所並びに他の共有者の氏名及び住所が記録されていない土地。
✔共有惣代地・・・登記記録の表題部の所有者欄に「共有惣代Ａ」、「共有惣代Ａ外
〇名」等と記録され、Ａ以外の者や「外〇名」の氏名及び住所が記録されていな
い土地。
✔登記記録の表題部の所有者欄に所有者の氏名のみが記録されており、住所が
記録されていない土地。（変則型登記＝表題部所有者不明土地）

省令第1条第9号

■閉鎖登記簿【不動産登記法第119条第1項】
■土地台帳
■土地所有者等関連情報【法第39条第1項・第2項・第5項】
■自治会
■認可地縁団体台帳【地方自治法第260条の2第12項】
■地方自治法の財産区

探索方法
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所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

政令に定める土地所有者の探索の具体例③

24

■表題部所有不明土地（記名共有地）の場合

登記事項証明書に記載されている者の住所に書面を送付【5号】

登記事項証明書に記載されてる者の住所地を
管轄する市町村に住民基本台帳に記録されて
いる情報の提供を請求【3号】

登記事項証明書に記載されている本籍地を管
轄する市町村に戸籍簿・除籍簿、戸籍の附票
に記録されている情報の提供を請求【4号】

登記事項証明書に記載されている者の相続人の住所に書面を送付【5号】

所有者不明

土地の登記事項証明書を請求【1号】

土地の所在地を管轄する市町村に固定資
産課税台帳、地籍調査票に記録されている
情報の提供を請求【2号】

宛先不明として返送

登記事項証明書に記載されている者
の相続人の氏名・住所を取得

登記事項証明書に記載されている者
の死亡が判明

宛先不明として返送

記名共有地であることが判明

閉鎖登記簿・土地台帳の交付を請求【2号】

登記事項証明書に記載
されている者の相続人
の氏名・住所を取得

登記事項証明書に氏名等が記載され
ていなかった者の氏名のみが判明
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所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

国土交通省職員の派遣制度について

25

地方公共団体の長は、地域福利増進事業、収用適格事業又は都市計画事業の実施の
準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要
があるときは、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができま
す。

所有者不明土地法第４１条

✔近年、長期間相続登記がされていないため、共有者が多数に上るなどにより、所有
者等の探索が困難となっている土地が増加。

✔地方公共団体においては所有者の探索をはじめとする用地取得事務に関する専門
的な知識を有する職員の不足が課題。

背 景

支援措置

地方公共団体の長は、職員派遣要請書を北海道開発局長あてに提出します。
■必要な情報
✔事業の種類及び内容 ✔派遣を要請する理由
✔その他職員の派遣について必要な事項

省令第５７条
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所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

国土交通省職員の派遣制度について

26

派遣手続

地方公共団体の長

※派遣を要請する前
に相談窓口（北海道開
発局開発監理部用地
課）にご連絡ください。

北海道開発局長
（開発監理部
用地課）

派遣要請があっ
た市町村を管轄
する開発建設部
（用地課）

①要請 ②依頼

③通知

④業務実施

⑤報告

✔地方公共団体における地域福利増進事業等の実施の準備のため、派遣された職員が土地所
有者等の探索の経験や知識、又は参考資料等を利用して、土地所有者等の探索等に係る具体
的な方法、進め方、留意点について助言等を行います。
※参考資料

①所有者の所在把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン（第３版 Ｒ１年１２月策定）
②権利者探索の手引き（Ｒ２年３月発行）

✔派遣期間については、日帰りから数日間とし、要請内容によっては、電話や資料送付等による
相談などの支援を受けることも可能です。（旅費等は、地方公共団体の負担となります。）

派遣業務
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所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

国土交通省職員の派遣制度について

27

■通学路に歩道を設置するため、土地を買収したいけど、登記名義人が亡くなって
いて、相続人が分からない。

✔土地所有者等の探索に必要な戸籍謄本や住民票の取得方法及び探索の手順な
ど、法定相続人を特定する方法について助言します。

活用事例１

■保育園の建て替えのため、隣の空き地に仮園舎を建てたいけど、土地の所有者と
連絡が取れなくて困っている。

✔地域福利増進事業による土地の使用権を取得するために必要な土地所有者の探
索のノウハウをご提供します。

活用事例２

国土交通省職員の派遣要請、所有者不明土地法の事務に関してのご相談は、北海
道開発局開発監理部用地課（ＴＥＬ．０１１－７０９－２３１１（代表））までご連絡ください。

相談窓口
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所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

地方公共団体による援助について

28

地方公共団体は、地域福利増進事業を実施しようとする者その他の所有者不明土地を
使用しようとする者の求めに応じ、所有者不明土地の使用の方法に関する提案、所有
者不明土地の境界を明らかにするための措置に関する助言、土地の権利関係又は評
価について特別の知識経験を有する者のあっせんその他の援助を行うよう努めるもの
とする。

所有者不明土地法第４３条

■所有者不明土地の使用の方法に関する提案
✔まちづくり等の観点から地域のニーズに即した使い方の提案
■所有者不明土地の境界を明らかにするための措置に関する助言
✔境界を明らかにするために必要な資料の集め方、隣接地の所有者との境界確認
の際の留意点等を助言
■土地の権利関係・評価について特別の知識を有する者のあっせん
✔司法書士、土地家屋調査士、行政書士等の土地の権利関係の専門家や不動産
鑑定士等の土地の評価の専門家のあっせん

援助の具体例

北海道所有者不明土地連携協議会（事務局：北海道開発局開発監理部用地課）

支援
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所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

【参考】令和２年度所有者不明土地対策の推進に向けた
先進事例構築モデル調査

29

■事業実施者 旭川市 特定非営利活動法人 グラウンドワーク西神楽 申請書類①
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所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

【参考】令和２年度所有者不明土地対策の推進に向けた
先進事例構築モデル調査

30

■事業実施者 旭川市 特定非営利活動法人 グラウンドワーク西神楽 申請書類②
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所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

【参考】ＮＰＯ法人における取組

31
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所有者不明土地連携協議会 講演会資料 1年

所在： 候補地選定のための調査中
所有者不明土地の状況

候補地選定にための調査中
西神楽地区（市街部）空き地の件数 １６２件
所有者調査対象件数 ７４件
候補地選定の条件
・住宅地・市街部で活用が可能な土地
・３００㎡程度の面積を有し、袋地でないこと
・土地が放置され、管理されていない状況・・など

Ａ 所有者不明土地の概要

D 取組概要
【これまでの取組経緯】
令和元年度空き地対策の推進に向けた先進事例構築モデル事業を実施した。
・地域住民と連携して空き地に実態調査を行った。
・住民とワークショップを開催し土地活用についての意見集約を行った。
・空き地情報の公開システムを検討し試行した。

【現時点の取組内容】
・昨年未実施の２集落（地区）の空き地調査をした。
・空き地の所有者調査（登記簿）をした。
・行政及び専門家と所有者不明土地の利活用について検討を始めた。

【今後の取組（予定）】
令和２年度
・所有者不明土地の確定・探索（10月末までに候補地を選定する）
・地域住民との意見交換・要望の取りまとめ
・「地域福利増進事業」の研究と対応の検討及び活用方針の確立
・専門家との事業スキームの検討及び課題の整理、取りまとめ

令和３年度以降
・「地域福利増進事業」の推進
（対象地の利用者の募集・地域合意の形成など）

B 事業主体／関係協力先

事業主体 ： 特定非営利活動法人グラウンドワーク西神楽
関係協力先 ：

・旭川市（土地所有者探索、有効利用促進に関する連携）
・（地独）北方建築総合研究所・地域研究部（事業スキルの技術的相談）
・０円都市開発（土地利用に関するコンサルティング）
・建築士・石田純枝（地域デザインに関する技術的指導）
・旭川宅建協会（不動産取引の実務についての検討）

候補地選定のための調査中

【土地の位置図（周辺概況）】

候補地選定にための調査中

【登記所備付地図】【土地の現況写真】

C 事業概要（土地の利活用方針）

用途：現時点で想定しているもの
・公園、駐車場、防災の一時的避難場所などの公的施設
・地域広場、雪捨て場などの地域自治会が利用する施設
・民間事業者が運営する購買施設など
・ＮＰＯが運営するまちおこしのイベント会場など

利用目的 ： 放置されている「空き地」は地域環境の悪化を招いており、適正な管理が必要である。
また、地域住民が主体的に関り自主管理することにより、生活の利便性が向上する。
民間企業が参画し、空き地の利用が促進されることにより地域振興につながる。

■事業イメージ
今年度の事業の中で具体的な課題を整備していく。

調査中

【参考】モデル事業の概要
「西神楽所有者不明土地対策プロジェクト」
特定非営利活動法人グラウンドワーク西神楽
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告　　　　　示

　

茨城県告示第883号

　茨城県県税条例（昭和25年茨城県条例第43号）第20条第１項の規定により，地方税法（昭和25年法律第226号）又

は同条例に定める申告，申請，請求その他書類の提出（審査請求に関するものを除く。）又は納付若しくは納入（以

下「申告等」という。）に関する期限を次のとおり延長する。

　　　令和２年８月20日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　延長に係る地域

　熊本県人吉市，球磨郡球磨村，球磨郡山江村，球磨郡相良村，球磨郡錦町，球磨郡あさぎり町，球磨郡多良木町，

 茨　　　城　　　県　　　報　 　第 130 号　令和２年（2020年）８月20日（木曜日） 1（毎週月・木曜日発行）

令和２年（2020年）８月20日

木　曜　日

第１３０号　

　　　　

告 示
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茨城県告示第908号

　起業者　　　　国土交通大臣　赤羽　一嘉

　上記代理人　　関東地方整備局長　土井　弘次

　起業者　　　　東日本高速道路株式会社

　　　　　　　　代表取締役社長　小畠　徹

　上記代理人　　東日本高速道路株式会社

　　　　　　　　関東支社長　良峰　透

　上記復代理人　関東地方整備局長　土井　弘次

　上記起業者から，令和２年３月９日に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成30年法律第49

号。以下「法」という。）第27条第１項の規定に基づく収用の裁定申請及び法第35条第２項の規定に基づく移転の代

行による補償の要求があった，高速自動車国道東関東自動車道水戸線新設工事（茨城県潮来市延方字延方前地内から

同市古高地内まで，同市築地字川尾地内から同県行方市青沼字原田地内まで，同市中根字中峰地内から同県鉾田市野

友字大峰地内まで及び同市塔ケ崎字塙下地内から同市当間字久保向地内まで）及びこれに伴う附帯工事並びに市道付

替工事に係る，特定所有者不明土地の収用事件について，法第32条第１項の規定に基づき裁定したので，法第33条の

規定により次のとおり告示する。

　　　令和２年８月20日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　収用する土地の区域は，次のとおりとする。

　　土地の所在　　茨城県潮来市茂木字藤井場

　

２　収用する土地の権利取得又は権利消滅の時期，並びに収用する土地の引渡し及び物件の移転又は引渡しの期限

は，次のとおりとする。

敢　土地の権利取得又は権利消滅の時期　　　　　　　令和２年10月20日

柑　土地の引渡し及び物件の移転又は引渡しの期限　　令和２年10月20日

３　土地に対する損失の補償は次のとおりとし，その内訳は別表第１記載のとおりとする。

　土地所有者（不明。ただし，土地登記簿表題部所有者　山口　久藏　外２名，又はその相続人）に対し，金

574,038円

　ただし，土地所有者が確定したときに，その確定した持分に応じて上記金額を按分するものとする。

４　土地に対する損失の補償以外の補償及び移転の代行による補償の要求については，次のとおりとする。

　関係人（立竹木所有者。不明。ただし，土地登記簿表題部所有者　山口　久藏　外２名，又はその相続人）に対

し，立竹木補償金（その内訳は別表第２記載のとおりとする。）の支払いに代えて，移転の代行による補償とし，

起業者が土地とともに立竹木の引渡しを受けた後に伐採除却し，処分するものとする。

＜不服申立てに係る教示＞

　この裁定に不服がある場合には，この裁定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に，茨城県知事に

 茨　　　城　　　県　　　報　 　第 130 号　令和２年（2020年）８月20日（木曜日）14

収用する土地の面積（㎡）面　積（㎡）地　目
地　番

（末尾添付の用地実測図のとおり）

151.70

実測公簿現況公簿

151.70151山林山林121番５
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対し審査請求をすることができます。ただし，この裁定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっ

ても，この裁定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をすることができません。

＜裁定の取消しの訴えに係る教示＞

　この裁定の取消しの訴えは，この裁定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内（この裁定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３月以内に審査請求をした場合にあっては，その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６月以内）に，茨城県を被告として（訴訟において茨城県を代表する者は，茨城県

知事となります。）提起することができます。ただし，この裁定があったことを知った日の翌日から起算して６月以

内（この裁定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に審査請求をした場合にあっては，その審査請求

に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内）であっても，この裁定があった日の翌日から起

算して１年を経過したとき（この裁定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に審査請求をした場合に

あっては，その審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して１年を経過したとき）は，裁定の取消しの訴え

を提起することができません。

　別表第１　土地に対する損失の補償の内訳

　土地所有者：不明。ただし，土地登記簿表題部所有者「山口久藏外２名」，又はその相続人

　土地の所在：茨城県潮来市茂木字藤井場

　備考１　用地実測図は末尾に添付

　　　２　土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第26条の規定により，１円未満の端数を四捨五入して算

定している。

　　　３　修正率は，次の付表に示すとおりである。

　（付表）

　別表第１の修正率は，次により算出した。

　　　　　　　　Ｐｃ´　　　　　　　 　Ｐｉ´
　修正率　＝　――――　×　0.8　＋　――――　×　0.2
　　　　　　　　Ｐｃ　　　　　　　　 　Ｐｉ

　　　　　　　　305.4×1/3　　　　　　　　 　298.7×1/3
　　　　　＝　―――――――　×　0.8　＋　―――――――　×　0.2
　　　　　　　　306.5×1/3　　　　　　　　 　300.3×1/3

　　　　　＝　0.996　×　0.8　＋　0.995　×　0.2

　　　　　＝　0.7968　＋　0.1990

　　　　　＝　0.9958
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補償金額
（円）
Ｃ×Ｄ

修正率

Ｄ

手続開始の告示の
時における価格収用する

土地の面積（㎡）
Ａ

地　目

地　番 補償金額
（円）
Ｃ＝Ａ×Ｂ

土地単価
（円／㎡）
Ｂ

現況公簿

574,0380.9958576,4603,800151.70山林山林121番５
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　別表第２　土地に対する損失の補償以外の損失の補償の見積り及びその内訳

　土地の所在：茨城県潮来市茂木字藤井場121番５

　物件所有者：不明。ただし，土地登記簿表題部所有者「山口久藏外２名」，又はその相続人

　物件の種類：立竹木
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投資財指数全国総合消費者物価指数年　月　日

100.0102.3令和元年12月

100.2102.2令和２年１月

100.1102.0　　　　２月

Ｐｉ　＝　300.3　×　1/3Ｐｃ　＝　306.5　×　1/3平　　均

99.6101.9令和２年４月

99.5101.8　　　　５月

99.6101.7　　　　６月

Ｐｉ´＝　298.7　×　1/3Ｐｃ´＝　305.4　×　1/3平　　均

消費税対象額
（円）

金　額
（円）

単　価
（円）

数量物件の種類（大きさ等を含む。）
物件
番号

5,6005,6005,600１本胸高直径18cmくわ１

3,7703,7703,770１本胸高直径15cmさくら２

120120120１本胸高直径４cmさくら３

640640640１本胸高直径７cmさくら４

640640640１本胸高直径８cmねぶた５

5,6005,6005,600１本胸高直径17cmなら６

13,00013,00013,000１本胸高直径25cmなら７

7,5507,5507,550１本胸高直径20cmなら８

640640640１本胸高直径８cmなら９

120120120１本胸高直径３cmさかき10

120120120１本胸高直径４cmさかき11

330330330１本胸高直径５cmいぬざんしょう12

120120120１本胸高直径４cmいぬざんしょう13

640640640１本胸高直径７cmかし14

330330330１本胸高直径６cmかし15

2,8302,8302,830１本胸高直径14cmかし16

1,9101,9101,910１本胸高直径11cmまゆみ17

34,10034,10034,100１本胸高直径40cmしいのき18

1,3001,3001,300１本胸高直径10cmふじ19

3,7703,7703,770１本胸高直径16cmなら20

640640640１本胸高直径７cmさかき21

330330330１本胸高直径６cmさかき22

330330330１本胸高直径５cmさかき23

120120120１本胸高直径２cmさかき24
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　備考　上記物件は，自然発生し，適切な管理がされないまま長期間放置された立竹木である。
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消費税対象額
（円）

金　額
（円）

単　価
（円）

数量物件の種類（大きさ等を含む。）
物件
番号

120120120１本胸高直径２cmさかき25

120120120１本胸高直径４cmさかき26

640640640１本胸高直径７cmさかき27

120120120１本胸高直径３cmさかき28

9,4409,4409,440１本胸高直径22cmさくら29

640640640１本胸高直径８cmさくら30

1,9101,9101,910１本胸高直径12cmさくら31

1,3001,3001,300１本胸高直径９cmさくら32

1,3001,3001,300１本胸高直径10cmなら33

11,70011,70011,700１本胸高直径24cmなら34

3,7703,7703,770１本胸高直径15cmなら35

3,7703,7703,770１本胸高直径15cmさくら36

3,7703,7703,770１本胸高直径15cmさくら37

30,34030,340200151.70㎡しのたけ38

153,490153,490(a)　小計

15,349(b)　消費税相当額（10％）

168,839　 　補償額　＝(a)＋(b)
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koizumi-h22aa
スタンプ

koizumi-h22aa
スタンプ

koizumi-h22aa
テキストをタイプ
位置図及び現況図並びに現地の状況写真　（関東地方整備局作成資料抜粋）




